
・ これまで、農外部門から、農地の権利を取得して農業に参入しようとする場合には、農地法上の「農業生産法
人」の要件を満たした上で農地の権利を取得する必要がありました。

・ 今回の農地法の改正で、農地を借りて農業に参入するのであれば、「農業生産法人」要件を満たす必要はなく
なりました（手続等については、最寄りの農業委員会にご相談下さい）。
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平成１５年の構造改革特区制度（地域限定
の規制緩和制度）により、農業生産法人以外
の法人でも、農地のリース方式での参入が
可能となり、平成１７年に全国展開されたが、
リース方式や参入区域に制限。

【農地法の特例】

貸借・所有
（共通）

貸借であれば、農業生産
法人の要件を満たさずと
も一定の条件の下で可

所有については、農業
生産法人の要件を維持
しつつ、
農業経営の改善に資す
る出資の制限を緩和

〈主な要件〉
①全て効率利用
②役員の１人以上が
農業に常時従事
③利用しなくなった
ら契約解除するこ
とを契約に明記
④地域との調和・役
割分担の下安定的
に経営

農業生産法人への出資につ
いて、農外との連携による経
営発展に資するよう、外部か
らの出資規制を緩和(1/10以
下の廃止、農商工連携事業
者等の場合1/2未満)

・会社、NPO等が参入しや
すくなる。
・農村集落において、非農
家も含めた構成員による
集落営農法人をつくりや
すくなる。

※

※従来のリース方式で参入したも
のは、改めて手続をすることなく、
そのまま農業経営ができます


